
適切な服用のタイミングについては, 安定ヨウ素剤の服用効果が最大になるよう,

服用に係る決定・指示を適切に行うことが重要である。

特に, 服用のタイミングの重要性について, 平時から住民へ分かりやすく周知する

必要がある。

また, 安定ヨウ素剤の効能・効果は「放射性ヨウ素による甲状腺の内部被ばくの

予防・低減」のみであり, 放射性物質に対する万能の治療薬ではなく, 避難, 一時

移転, 屋内退避, 飲食物の摂取制限等の他の防護措置と組み合わせて活用することが

重要であることを周知する必要がある。

「安定ヨウ素剤の服用等に関する検討チーム」会合 報告書 （概要版）

平成31年3月29日

経緯

○ 平成25年（2013年）7月に原子力規制庁は, 原子力災害対策指針に示された安定

ヨウ素剤に係る運用について具体的方策を示す解説書である「安定ヨウ素剤の配布・

服用に当たって」を取りまとめた。

○ 2017年に世界保健機構（WHO）は, 2015年のIAEA勧告を受けて, 安定ヨウ素剤の

服用等に関する国際的なガイドラインを改正した「Iodine thyroid blocking

－ Guidelines for use in planning for and responding to radiological and 

nuclear emergencies － 」。

○ 関係自治体から安定ヨウ素剤の事前配布方法の簡便化に係る要望が挙がっている。

○ 平成30年（2018年）年11月21日の第42回原子力規制委員会において, 「安定ヨウ

素剤の服用等に関する検討チーム」を設置することが了承された。

○ 検討チーム会合において, 「安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって」等の記載内容の

確認を行い課題を抽出するとともに, 関係自治体の実情等を踏まえ, 安定ヨウ素剤の

配布方法等に係る課題について検討し, 報告書を取りまとめた。

本検討チームの提言

WHOガイドライン2017 年版及びそれを踏まえた課題について

提言 1 適切な服用のタイミング, 他の防護措置との組合せ

提言 2 服用を優先すべき対象者

年齢が低いほど放射性ヨウ素による甲状腺の内部被ばくの影響として甲状腺がん発

症のリスクが高くなることから, 妊婦・授乳婦・新生児・乳幼児・小児は, 安定ヨウ素

剤を服用することによる副作用のリスクよりも, 服用しないことによる甲状腺の内部被

ばくのリスクの観点から, 安定ヨウ素剤の服用を最優先すべき対象者である。



提言 4 副作用

副作用として, 急性期のアレルギー反応が生じる可能性は, 安定ヨウ素剤の成分に照

らすと極めて低く, また中長期に起こり得る甲状腺ホルモンの分泌異常による健康影響

は, 単回服用で生じる可能性は極めて低い。

服用を優先すべき対象者（妊婦・授乳婦・新生児・乳幼児・小児）が, 服用指示が出

された際に服用を躊躇することがないよう, 副作用のリスクよりも, 服用しないことに

よる甲状腺の内部被ばくのリスクの方が大きいことについて, 平時からの周知が必要で

ある。

提言 5 複数回の服用を避けるべき対象者

服用回数は原則１回とし, 複数回の服用をしなくてよいように住民の避難等の防護措

置を講ずることを前提としているが, 放射性ヨウ素による甲状腺の内部被ばくの影響を

受けやすい妊婦・授乳婦・新生児も含めて, 状況によっては複数回の服用が必要となる

可能性もある。

このような状況において, 特に妊婦・授乳婦・新生児が, 服用指示が出された際に服

用を躊躇することがないよう, 副作用のリスクよりも, 服用しないことによる甲状腺の

内部被ばくのリスクの方が大きいことついて, 平時からの周知が必要である。

提言 6 服用後の経過観察

アナフィラキシーショックを含む急性期のアレルギー反応が生じる可能性は, 安定ヨ

ウ素剤の成分に照らすと極めて低いが, これに対応できるよう体制を整えておく必要が

ある。

また, 服用後数日以降の経過観察について, 特に新生児については甲状腺機能低下症

の確認について, 新生児を対象とした血液検査によるスクリーニングの機会等を弾力的

に活用してはどうか。

提言 7 事前配布の対象区域における事前配布方法

地方公共団体が定期的に開催する「医師による住民への説明会」での事前配布を前

提とした上で, 地域の医師会及び薬剤師会の協力による事前配布方法について, 地域の

実情に応じてオプションとして導入することが適当である。（別添１参照）

あわせて, 住民が記載するチェックシートは, 分かりやすく簡潔な内容にすべきで

ある。（別添2参照）

安定ヨウ素剤の配布方法等に係る課題について

事前配布の対象区域において, 対象者は, 原則として40歳未満の方と, 40歳以上で

あっても妊婦, 授乳婦及び事前配布の時点で挙児希望のある女性を優先とすることが適

当である。

ただし, 安定ヨウ素剤の供給が十分であることを前提として, 40歳以上であっても希

望者には事前配布をすることとし, 緊急配布では年齢にかかわらず配布対象としても

良い。

提言 3 40歳以上の方への効果
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○

専門家

（参考）安定ヨウ素剤の服用等に関する検討チーム

【安定ヨウ素剤の服用等に関する検討チーム会合 開催経過】


